
産業廃棄物収集運搬業の
許可申請手続きと留意点

香川県東讃保健福祉事務所 環境管理室



１ 許可の対象者
排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行
う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

ここに注意！（建設工事の場合）
建設工事の場合、ごく一部の例外を除いて、発注者から直
接請け負った元請業者が「排出事業者」です。
元請業者は、現場を任せている下請業者であっても、許可
のない業者に産業廃棄物の運搬を委託することはできませ
ん。
下請業者は、工事を請け負っている場合でも、現場から産
業廃棄物を運搬するためには許可が必要です。



１ 許可の対象者
排出事業者が自ら産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、
許可は不要です。

ここに注意！

排出事業者が自社の産業廃棄物を運搬する場合でも、
運搬車両には、産業廃棄物収集運搬車の表示と運搬先等
についての書類の携帯が必要です。

書類記載内容
表示



１ 許可の対象者

産業廃棄物の積み下ろしを行う場所や積替え保管を行
う場所によって、香川県知事又は高松市長の許可が必
要です。

ここに注意！
高松市長の許可が必要になる場合
①高松市内で積替え保管を行う場合
②県内では高松市内のみで収集運搬を行う場合



２ 許可の期限

許可の期間は５年間（優良産廃処理業者は７年間）

許可の期限経過後も事業を継続する場合は、許可の
期限の約３ヶ月前に許可更新の手続きを開始してく
ださい。

更新手続きがなされない場合は、自動的に許可の効
力を失います。



３ 手続き書類の提出先
申請者の所在地 窓口・提出先 連絡先等

東かがわ市、さぬき市、木田郡、香川郡、
高松市、香川県外

東讃保健福祉事務所
環境管理室

〒769-2401
香川県さぬき市津田町津田930-2
TEL:0879-29-8273

丸亀市、坂出市、善通寺市、
綾歌郡、仲多度郡

中讃保健福祉事務所
環境管理室

〒763-0082
香川県丸亀市土器町東八丁目526
TEL:0877-24-9966

観音寺市、三豊市
西讃保健福祉事務所
環境管理室

〒768-0067
香川県観音寺市坂本町七丁目3-18
TEL:0875-25-6431

小豆郡
小豆総合事務所
環境森林課

〒761-4121
香川県小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
TEL:0879-62-2731

(高松市内で積替え保管及び、高松市内で
のみ収集運搬をする場合)

高松市環境局
環境指導課

〒760-0080
高松市木太町2282番地1
TEL:087-839-2380



４ 手続きの流れ

事前協議書の提出

許可申請書の提出

許可証の交付

書類審査が行われ、不備書類等の訂
正が指示されます。(積替え保管施設
を設置する場合は、現地調査を行い、
その竣工を確認します。)

許可申請書に申請手数料を添えて提出
します。

許可証が交付されます。



５ 郵送による手続きについて

産業廃棄物に関する許可申請（事前協議を含む）
は郵送で行うことができます。

郵送を希望される場合は、その旨を担当窓口にご
連絡ください。

受領印を押した控えが必要な場合は、返信用封筒
の同封をお願いします。



６ 申請手数料
事前協議終了後、許可申請書の提出の際に香川県証紙
を納めます。

種類 区分 金額

産業廃棄物収集運搬業

新規許可 81,000円

更新許可 73,000円

変更許可 71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

新規許可 81,000円

更新許可 74,000円

変更許可 72,000円



協議書の記載内容について



ご注意いただきたいポイント①
産業廃棄物収集運搬業協議書の「事業の範囲（取り
扱う産業廃棄物の種類）」に、自動車等破砕物、石
綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀
含有ばいじん等について記載されていますか？

（例）



協議書記載例（表紙上段）



協議書記載例（表紙下段）

自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばい
じん等の取扱いの有無も記載すること。



ご注意いただきたいポイント②
産業廃棄物収集運搬業協議書の「申請者」「役員」「株主」
の欄中の、「本籍」「住所」については、登記事項証明書及
び住民票に記載のとおりに記入されていますか？

登記事項証明書に記載のとおりに記載
すること。

協議書記載例 (表紙２ページ上段)



協議書記載例 (表紙２ページ下段)

住民票に記載のとおりに記載すること。



ご注意いただきたいポイント③
協議書「事業計画の概要」（第１面）の予定運搬先の
欄に、処分方法を記載されていますか？

（例）

※運搬先の事業者
が県外事業者の場
合は許可証の写し
を添付



ご注意いただきたいポイント④
協議書の「事業計画の概要」（第２面）

事務所、駐車場の見取り図を添付していますか？

（例）



ご注意いただきたいポイント⑤
運搬施設として船舶を使用する際に、協議書「事業計画の概
要」（第２面）の運搬施設の概要の欄に記載されていますか？

船舶は車両の欄を流用して記載
してください。

（例）



ご注意いただきたいポイント⑥
協議書の「事業計画書の概要」（第４面）

マニフェスト管理者の記載はありますか？
（例）



ご注意いただきたいポイント⑦
協議書の「運搬車両の写真」（第６面）

必要な表示が確認できる写真ですか？

【前面写真】

・ナンバープレートが確認できること。

【側面写真】

・「産業廃棄物収集運搬車」「会社名(事業者名)」
「許可番号」が読み取れる写真であること。



ご注意いただきたいポイント⑧

経理的基礎の審査用の添付書類はそろっていますか？

・貸借対照表 直近３年分

・損益計算書 直近３年分

・株主資本等変動計算書 直近３年分

・個別注記表 直近３年分

・確定申告書の写し（別表１、別表４）直近３年分

・納税証明書 直近３年分



ご注意いただきたいポイント⑨

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関
する講習会を修了していますか？

・(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施している
講習会の修了証(写)の添付が必要です。

・修了者はつぎのとおりです。

個人の場合：申請者本人又は法令で規定する使用人

法人の場合：役員又は法令で規定する使用人



その他の関連事項について



１ 添付書類の省略について

廃棄物処理法施行規則、香川県産業
廃棄物等指導要綱が改正され、同時
に二以上の申請書、協議書等を提出
する場合において、各申請書、協議
書等に添付すべき書類の内容が同一
であるときは、知事が別に定める添
付書類省略一覧表を添付することに
より同一内容の書類の添付を省略す
ることができます。



２ 先行許可制度について

申請者が既に許可（住民票の写し等を添付して受けた
もので、5 年以内のもの）を受けている場合は、既に許
可を受けている許可証（許可の更新の申請の場合に
あっては、当該許可に係るものを除く。）を添付する
ことで、一部の添付書類を省略することができます。

※ 許可証の確認は、原本で行いますので、原本を提出し
てください。



３ 先行許可証として使用できる
許可証
許可証記載されている項目のうち、「規則第〇
条の〇第〇項の規定による許可証の提出の有
無」が「無」となっている許可証。

※ ただし、更新申請では更新前の許可証を先行

許可証として使用することはできません。



４ 先行許可制度で省略できる
添付書類について

住民票の写し

成年被後見人及び被保佐人に係る登記事項証明書

又はされていないことの証明書又は本籍地の自治

体が交付する身分証明書



５ 変更届の提出について
車両、積替保管施設、役員、５%以上の株主等に変更が
あった場合は、変更届を提出してください。

変更届の提出は、変更の日から１０日以内（法人登記
事項証明書の添付が必要な場合は、変更後30日以内）
となっています。

法人の役員の住所変更は、変更届の届出が必要な事項
には当たりませんので、届出する必要はありません。

個人の方の住所変更は、変更届の提出が必要です。許
可証も書換えになります。



６ 変更届の提出に添付する書類

変更理由 添付書類

車両の変更
車両一覧(変更前後の比較表、追加・廃止の記載)
車検証のコピー(又は自動車検査証記録事項のコピー)
車両の写真(全面、側面、車体の表示)

役員の変更
役員一覧(変更前後の比較表、新任・退任の記載)
履歴事項全部証明書
追加した人の住民票・登記されていないことの証明書

株主の変更
株主一覧(変更前後の比較表、新任・退任の記載)
追加した人の住民票・登記されていないことの証明書

高松市許可無→有 高松市の許可証コピー

法人事業者 名称・住所 履歴事項全部証明書

個人事業者 氏名・住所 住民票



７ 変更届の注意事項

許可証の記載内容が変更する場合、許可証の書換交付
が必要か確認し、必要なら書換交付願いを提出。

役員は役職のみの変更でも必要。

株主は分配率のみの変更の場合は不要。(出入りがある
場合は必要。)



８ 積替保管施設の変更
積替保管施設の所在地、面積、保管する廃棄物の種類等を
変更する場合は変更届が必要です。

（積替え保管なし→積替え保管ありは変更許可手続き）

積替保管施設を変更する場合は、事前の相談が必要です。

変更に合わせて、掲示板の記載内容の修正もお忘れなく！



ご清聴ありがとうございました。


